
 

第２回 平取ダム地域文化保全対策検討会 
 

日 時  平成 19 年 1 月 19 日（金） 

16 時 00 分～ 

場 所  ふれあいセンターびらとり 

 

会 議 次 第 

 

１．開 会 

 

２．第１回平取ダム地域文化保全対策検討会議事録の確認 【資料-1】 

 

３．調査状況の報告  

（１）現地踏査                    【資料-2 の 1】 

（２）平取ダム地域文化調査業務の概況         【資料-2 の 2】 

 

４．話 題 提 供 

（１）国際的にみた先住民の権利と精神文化の位置づけ 【資料-3】 

   北海道大学大学院法学研究科 常本 照樹 教授 

（２）海外の先住民に係る精神文化の保全に関する事例紹介 【資料-4】 

                      事務局 

     

５．協 議 

（１）精神文化の保全について  

 

６．閉 会 
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議 事 要 旨（案） 

 

 

 

 

 

 
日 時：平成１８年８月２３日（水） 

 
場 所：沙流川歴史館レクチャーホール 

 
 
 
 

北海道開発局室蘭開発建設部 

沙流川ダム建設事業所 
 



（未定稿） 

 1

第１回平取ダム地域文化保全対策検討会 議事要旨（案） 
 
日 時： 平成１８年８月２３日（水）14：00～1５：3５ 

場 所： 沙流川歴史館レクチャーホール（北海道沙流郡平取町字二谷風２２７番地２） 

出席者： 
委 員 辻 井 達 一 財団法人北海道環境財団理事長〔座長〕 

 樫 野   公 平取町議会民主文教常任委員会委員長 
 川奈野 惣 七 社団法人北海道ウタリ協会平取支部支部長 
 木 村 英 彦 社団法人北海道ウタリ協会平取支部副支部長 
 中 道 善 光 平取町長 
 鍋 澤   保 社団法人北海道ウタリ協会平取支部副支部長 
 西 島 達 夫 社団法人北海道ウタリ協会平取支部副支部長 
 山 田 喜代太 平取町議会議長 
 ［欠席］ 木 幡 サチ子 社団法人北海道ウタリ協会平取支部／平取アイヌ文化保存会理事 
 ［欠席］ 斉 藤 憲 章 平取町教育委員会教育長 
 ［欠席］ 常 本 照 樹 北海道大学大学院法学研究科教授 

 

配布資料： ・第１回平取ダム地域文化保全対策検討会 会議次第 
 ・資料－１ 平取ダム地域文化保全対策検討会設置要領（案） 
 ・資料－２ アイヌ文化環境保全対策調査委員会報告について 
 ・資料－３ 保全対策検討項目（アイヌ文化環境保全対策調査委員会意見とりまとめ） 

 ・資料－４ 平取ダム地域文化保全対策検討会スケジュール 
 ・第１回平取ダム地域文化保全対策検討会 座席図 

議 事： １．開 会 
 ２．挨 拶 
 ３．委員の紹介 
 ４．検討会設立 （１）検討会の設置要領について【資料－１】 
  （２）座長の選出について 
 ５．協議事項 （１）アイヌ文化環境保全対策調査委員会報告について【資料－２】 
  （２）保全対策検討内容について【資料－３】 
  （３）保全対策検討スケジュールについて【資料－４】 
  （４）その他 
 ６．閉 会 
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１．開 会 
 
＊事務局 

 それでは第１回平取ダム地域文化保全対策検討会を開催させていただきます。議題に入るまで

の間、司会を務めさせていただきます沙流川ダム建設事業所副長の三宅と申します。よろしくお

願いいたします。 
 それではお手もとにお配りしております会議次第に従いまして、開会にあたり、本検討会を主

催いたします室蘭開発建設部次長の安陪より、ご挨拶させていただきます。 
 

 

２．挨 拶 
 
＊安陪次長（国土交通省北海道開発局室蘭開発建設部） 

 室蘭開発建設部の安陪でございます。本日は大変お忙しい中ありがとうございます。この検討

会の発足に当たりまして、一言ご挨拶いたしたいと思います。 
 皆様ご存じのとおり、この検討会は平成１５年から平取町にお願いいたしましたアイヌ文化環

境保全対策調査委員会で、たいへん熱心なご議論、そして非常に精力的な調査を皆様にしていた

だいて、その立派な成果を受けて、我々は平取ダムの建設にあたりまして、できるだけ配慮して

いこうという趣旨で行っていくものでございます。 
 この中にも調査委員会の時の委員の方がたくさんいらっしゃいますが、何はともあれ３年間の

ご尽力に対しまして厚く御礼を申し上げたいと思います。 
 河川法が１９９７年に改正されまして、それまで河川法というのは法の目的が治水と利水だけ

だったんですけれども、１９９７年に環境というものが加わったもので、これは遅ればせながら

加わったと言ったほうが正しいかもしれません。それと共に河川整備計画というようなものを作

りなさいと、これは非常に長期計画の工事実施基本計画だけでなく、やはり２０～３０年後の中

期を見渡した計画を作る必要があるだろうということで、そういうような改正をしたところでご

ざいます。それで全国一斉に河川整備計画を作り、沙流川でも１回作ったわけでございますけれ

ども、平成１５年８月洪水を受け、再度改定をすることになっております。そしてまた土曜日、

日曜日に大変な雨が降りました。その雨量はだいたい１５年８月と同じくらいの１日雨量、３０

０ミリを超えるというような雨量でございました。幸い、雨がふた山だったということでピーク

流量といいますか、最大流量が減ったということがございました。ただ、今回も二風谷ダムでは

約５００トンの洪水調節をいたしまして、下流の水位も４０センチ下げたというふうなことにな

っています。平取ダムにおきましても、より一層安全な地域づくりに役立つということでござい

ます。これは主に治水の観点ではございますけれども、１９９７年の河川法改正の主旨はやはり

環境というものを、もっとちゃんとよく見なさいということでございます。ただ、環境というも

のは非常に地域特性に左右されるものでございます。特に平取町におきましては、やはりアイヌ

の文化環境というものが大変重要なものであるということが３年間の調査を通じてますます明

らかになったということでございまして、我々といたしましてもその重要性を強く認識しながら

しっかり受け止めていきたいと、斯様に考えています。 
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 本日、新しく平取ダム地域文化保全対策検討会を開催するにあたりまして、専門家の方々、地

元自治体の平取町の方々、そして北海道ウタリ協会平取支部の関係者の方々にお願いいたしまし

たところ、快く委員を引き受けていただいたことを厚く御礼申し上げます。 
 本検討会におきましてアイヌ文化保全対策の十分な審議をいただいて、安全な地域づくりに貢

献すると共に、こういう文化環境に最大限配慮していきたいと思っております。心よりよろしく

お願いしたいと思います。簡単ですが、室蘭開発建設部を代表してご挨拶とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 
 
＊事務局 

 続きまして、先ほど次長からの挨拶の中にもございましたが、室蘭開発建設部では平成１５年

度より３年間、平取ダム建設に伴い影響を受けますアイヌ文化につきまして、地元自治体であり

ます平取町さんにお願いをしておりました。この調査におきまして、アイヌ文化環境保全対策調

査委員会において委員長をなされておりました北海道環境財団の辻井理事長よりご挨拶いただ

きたく存じます。 
 
＊辻井理事長 

 皆さん、こんにちは。ご紹介いただいた辻井でございます。 

 アイヌ文化環境保全対策調査委員会の報告を受けまして、この度、平取町の地域文化保全対策

検討会が発足するということになりました。この検討会で検討すべきことというのは、先に申し

ました委員会の報告を受けて文化保全対策について検討していただくということになっていま

す。どうかその検討をできるだけ熱心で良い検討をしていただくことを期待しまして、前のアイ

ヌ文化環境保全対策調査委員会からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

＊事務局 

 続きまして、平取ダムの建設予定地となります平取町の中道町長よりご挨拶いただきたく存じ

ます。 

 

＊中道町長 

 それではご指名いただきましたので、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 第１回の平取ダム地域文化保全対策検討会ということで、皆様方には大変ご多用のところご出

席を賜りましたことに対しまして心よりお礼申し上げたいと思います。 

 平取ダム建設予定地につきましては、アイヌ文化に影響があるということで保全対策、そして

その後の環境対策等に対する調査委員会が３年前に作られまして、今年の３月にアイヌ文化環境

保全対策調査総括報告書ということで、素晴らしい内容の調査をしていただきまして私共地元と

しては、この調査に基づきまして、これから具体的にダムの建設について対応していただきたい

と考えております。それに直接、関係がありますアイヌ文化の関係につきましては、貴重な資源

ということになっておりますので皆様方の忌憚のないご意見の中で是非ダムの建設を進めてい

ただきたいと考えております。また皆様もご承知のとおり一昨日の大雨、それから平成１５年の
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大雨がありまして地域としては河川整備が地域の大きな課題となっておりまして、私共としては

調査等を十分に行いながら１年でも早く平取ダム沙流川総合開発整備ということを行いまして

安心して暮らせる地域を作っていただきたいということで要望をしていきたいと思います。最後

になりますが、皆様方のご協力によりまして素晴らしい検討会が行われますことを祈念して挨拶

に代えさせていただきます。今日は大変ご苦労様でございました。 

 

＊事務局 

 ありがとうございました。続きまして、この平取町の大きな地域文化でございますアイヌ文化

を担われておりますアイヌの方々で構成されております、北海道ウタリ協会平取支部の川奈野支

部長よりご挨拶いただきたく存じます。 

 

＊川奈野支部長 

 皆さん、こんにちは。平取ダム地域文化保全対策ということで、ウタリ協会の事務局長を通じ

て開発さんの方に１日も早く会議を持つようにお願いしてくれないかということでございまし

た。ところが早速このとり運びになりましたことを心からお礼申し上げたいと存じます。 

 昨年の暮れまでにウタリ協会としましては、チノミシﾘの問題について３回ほど集まりを持っ

て、いろいろ話し合いをしてきました。そしてチノミシﾘに関係している方々にご承諾をいただ

いて「平取支部に一任しますからよろしくお願いします」ということでございましたので、一応、

支部で預かりということになっているわけでございますので、やはりこのチノミシﾘ問題が解決

していかないと他のことが前に進まないというふうに考えております。 

また先ほどもお話がありましたように、最近の大雨によって生活館に緊急避難をしたという方

も結構居りますので、１日も早くダム建設がされるように心からお願いをしたいと考えておりま

す。大変、粗辞でございますけれども一言申しましてご挨拶に代えさせていただきます。 

 

 

３．委員の紹介 
 
＊事務局 

 どうもありがとうございました。続きまして、次第３．検討会委員のご紹介をさせていただき

ます。私より委員の皆様の名前を五十音順にて、お一人ずつご紹介させていただきたいと思いま

す。平取町議会民生文教常任委員会委員長、樫野委員でございます。続きまして北海道ウタリ協

会平取支部支部長川奈野委員でございます。続きまして北海道ウタリ協会平取支部副支部長木村

委員でございます。続きまして北海道環境財団理事長辻井委員でございます。続きまして平取町

長中道委員でございます。続きまして北海道ウタリ協会平取支部副支部長鍋澤委員でございます。

続きまして北海道ウタリ協会平取支部副支部長西島委員でございます。続きまして平取町議会議

長山田委員でございます。よろしくお願いいたします。なお、後お三方、平取町教育委員会教育

長の斉藤委員、及び北海道大学大学院法学研究科教授の常本委員におかれましては本日所用のた

め欠席となっております。また、木幡委員におかれましてはこちらに向かわれていると聞いてお

りますので、まもなく来られるかと思います。 
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 続きまして事務局スタッフの紹介をさせていただきます。室蘭開発建設部次長の安陪でござい

ます。続きまして室蘭開発建設部治水課長、関でございます。続きまして室蘭開発建設部沙流川

ダム建設事業所所長、川村でございます。続きまして室蘭開発建設部沙流川ダム建設事業所副長

の三宅でございます。よろしくお願いいたします。続きまして同じく沙流川ダム建設事業所調査

設計班長の工藤でございます。続きまして同じく沙流川ダム建設事業所調査係長、熊谷でござい

ます。同じく沙流川ダム建設事業所調査係の三本木でございます。以上の事務局でもちまして事

務局の方の役割をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

  

 

４．検討会設立 

 

（１）検討会の設置要領について【資料－１】 

 
＊事務局 

続きまして次第４．の検討会の設立に入らせていただきます。最初に（１）検討会の設置要領

についてでございます。お手もとにお配りしております資料－１でございますが、平取ダム地域

文化保全対策検討会設置要領（案）となっております。こちらにつきまして事務局の方から説明

をさせていただきます。 

 

＊事務局より、資料－１「平取ダム地域文化保全対策検討会設置要領（案）」について説明 

 
＊事務局 

 ただ今ご説明をいたしました設置要領（案）につきまして、委員の皆様からご質問、あるいは

ご意見等ございましたらお願いいたします。 
 ないようですので、本日より「案」を取りまして本検討会の設置要領とさせていただきます。 

  
（２）座長の選出について 

 
＊事務局 

 続きまして議題４（２）座長の選出に移らせていただきます。先程皆様にご承認いただきまし

た検討会設置要領に基づきますと、検討会の座長は第４条第２項において委員が互選すると定め

られております。つきましては委員の皆様から座長のご推薦、あるいはご自薦等ございましたら

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
 
●辻井先生に座長をお願いしたいと思います。 

 
＊事務局 

 ただ今、辻井委員を座長にというご推薦がございましたが、その他に座長のご推薦、あるいは

自薦等ございますでしょうか。 
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それでは、辻井委員に座長をお願いするということでよろしいでしょうか。 
 
＊各委員、賛成 

 
＊事務局 

 ありがとうございました。それでは委員皆様のご賛同いただきまして辻井委員に座長をお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
座長にご就任いただきました辻井委員に一言ご挨拶を頂戴したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 
 
＊辻井座長 

 皆様のご推挙を得ましたので、しばらくの間座長を務めさせていただきます。 
 先ほどご挨拶にも申し上げましたけれども、この検討会は先の調査委員会報告を受けまして具

体的な対策を検討するということが仕事の主要です。どうか委員各位の忌憚のないご意見をいた

だいて、できるだけ良いものをまとめることができるように期待をいたします。どうぞよろしく

お願いいたします。 
 
＊事務局 

 どうもありがとうございました。これより検討会設置要領、第４条第３項に基づきまして辻井

座長に進行をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

 

５．協議事項 
 
（１）アイヌ文化環境保全対策調査委員会報告について【資料－２】 
 
＊辻井座長 

 それでは本日の協議事項に入ろうと思いますが、今日の協議事項はその他を含めて４つござい

ます。第１がアイヌ文化環境保全対策調査委員会報告について、これは先の委員会がまとめたも

ので報告書がお手もとにお持ちだろうと思います。ただ、そちらは非常に大部のものですから資

料－２ということで事務局がまとめてありますので、こちらを事務局から説明していただいて始

めたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

＊事務局より、資料－２「アイヌ文化環境保全対策調査委員会報告について」説明 
 
＊辻井座長 

 ありがとうございました。お聞きいただいたように今の説明はアイヌ文化環境保全対策調査総

括報告書の要約です。私としては非常に重要な部分については上手くまとめていただいたと思っ

ていますけれども、これについて、例えば抜けている部分があるとか、表現が違っているのでは

 6



（未定稿） 

 7

ないかというようなところがありましたら、ご質問なりご意見をいただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。 
 
＊委員から、質問・意見等なし 

 
＊辻井座長 

 よろしいでしょうか。では、今の資料－２に基づく説明のとおり報告のまとめというのは、こ

ういう表現で良いということでご了解をいただきました。ありがとうございました。 
 
（２）保全対策検討内容について【資料－３】 
 
＊辻井座長 

 それでは協議事項（２）に入ります。ただ今の資料－２「アイヌ文化環境保全対策調査委員会

報告について」の解釈のもとで、どういう検討を行うべきかという検討内容についてですけれど

も、こちらも事務局から説明をしていただいてご意見をいただこうと思います。よろしくお願い

いたします。 
 
＊事務局より、資料－３「保全対策検討項目」（アイヌ文化環境保全対策調査委員会意見とりまとめ）

について説明 
 
＊辻井座長 

 今説明していただいた保全対策検討項目ですが、これは先ほどの報告書の言わば要約版の、＜

平取ダムが建設される際に十分に考慮されるべき事項＞の中の、調査委員会意見とりまとめの中

から８つの項目を抜き出しまして、その中の重要と思われるものを更に要約した、具体的にこれ

を調査するうえでの重要な部分を取り上げたということになります。これについてのご質問、ご

意見を伺いたいと思いますがいかがでしょうか。 
 
●資料－３の検討項目「２．生物の生存環境への対応」の動物のエゾシカ、ヒグマとありますが、こ

れらの保全対策の考え方、調査の考え方というのはどのようになっていますか。 
 
＊辻井座長 

 このご質問に関して事務局に伺います。 
 
＊事務局 

 先の委員会の報告では、具体的にヒグマだとかエゾシカ、その他に第４章の方では他の動物等

についても記述されておりますけれども、特にキムンカムイ（ヒグマ）であるとかユｸ（エゾシ

カ）については食材としての価値が非常に高いということで特筆されておるものでございます。

これについては、どのように先の委員会の報告書に記述されているかといいますと、継続的な調

査が必要であるというようなことで、具体的な保全対策というところまでは至っておりません。
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そこで先の報告書に準じて必要な継続調査をしていかなければならないであろうと、それでその

中から具体的な保全対策が出てくれば、それは提案していきたいというふうに考えております。 
 
＊辻井座長 

 要するに動物としてヒグマとエゾシカしか調査をしないというわけではなくて、報告書の中で

もヒグマとエゾシカというのは非常に重要な位置にあると、それについて特に配慮をするように

という見方をしていたのではないかと思います。それに対するお答えだと思います。 
 実際の調査の手法とか、どれくらいの範囲でするかというのは次の段階で考えなくてはいけな

いということで解釈してよろしいですか。 
 
＊事務局 

 はい。 
 
 ●具体的なことは決まっていないということですか。 
 
＊辻井座長 

 はい。どういう範囲で、どういう調査をするかということについては決まっていないという考

え方です。またそれについては個々にご意見をいただいてと思っております。他にいかがでしょ

うか。 
 特によろしいようですね。今、申し上げたように他の項目についてもほぼ同じように解釈して

いただいてよろしいのではないかと私は思います。重要な項目としてはこういうことで、特に注

目して調査をするべきではないだろうかということで、細かな手法については、もう少し絞り込

んで考える必要があるだろうというふうに解釈いたします。事務局のかた、そういう考え方でよ

ろしいですね。 
 
＊事務局 

 今のヒグマとエゾシカなどは、とくに専門的な知識が必要になります。調査すること自体に専

門的な知識が必要となりますので、そういう専門家とも相談をして調査を進めていきたいと思っ

ています。その他の項目についても同じようなことが言えるということでございます。 
 
＊辻井座長 

 ということでございます。よろしゅうございますか。 
 では、保全対策検討項目としては今のような含みをもってということで、ご承認いただけます

でしょうか。 
 
＊各委員、承認 

 
＊辻井座長 

 ありがとうございました。それでは資料－３に基づく保全対策検討項目についてはご了解を得
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たというふうに考えます。 
 そこでこの後、検討スケジュールに入るのですが、今のご質問にもあったように、どういう調

査をするかということが非常に重要になります。そこでこれは私、座長の見解になるのですが、

協議事項の最初に説明していただいた資料－２の６ページに調査のことについて少し触れてい

るんです。これは要するに先の調査の総括報告書における、今後の調査についてどうするかとい

うことについての意見です。 
今、言いました資料－２の６ページ、（６）の３行目に「具体的な検討が必要になる。」とあり、

その具体的な検討というのは、現在私達がこの検討会でしていることになるということになりま

す。そして、その下の４行目から、この調査というのは「本調査の経緯を知るアイヌ民族の参加

を得なければ十分なものとはなり得ない。したがって本調査委員会（アイヌ文化環境保全対策調

査委員会を示す）とは別に、上記を踏まえた組織によって調査を継続しつかつ当該調査に必要な

資料の収集・検討を行うこと。」というのが、先ほどご承認いただいたわけです。ですから、つ

まり具体的にいいますと、前の調査をしたときのような調査班を編成しなくてはならないという

ことになるわけです。それが先ほど申し上げた、これから事務局とも相談して具体的にどういう

ことをするのかということを決めて検討して、それを調査班に具体的な調査をしてもらうという

ことになるのだろうと思います。 
そこで私としましては、ここにも書いてあるように「調査を継続し」というのは、調査そのも

のというのが継続性がないとだめなわけです。全く別のメンバーでするというのはおそらく不可

能であろうと、ところが前にお願いをして非常に良くまとめて下さった、仕事をして下さった調

査班というのは解散していますから全員がまたそっくり同じようにということは、これは難しい

だろうと思います。 
しかし私としましては、できるだけ前の調査をしてくれた人達の方が前からの経緯を分かって

いるという考え方では、これは難しいことかもしれないのですが、できるだけ事務局、あるいは

町、ウタリ協会の方で協力していただいて、全員は難しいと思いますが、できるだけ前の調査班

の人たちを中心にした新しい調査班が組織されて継続的な連続性のある調査をやっていただく

ということが一番能率的でもあるわけですし、それから一番良いデータが得られるのではないだ

ろうかというふうに考えます。 
これは私からのお願いとして事務局の方に申し上げておきたい。あるいは町にもそうですし、

今、申しましたようにこれはアイヌ民族のということですからウタリ協会支部でも是非その事に

ついてお考えおき願いたいと思います。これも私のお願いとして申し上げておきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 
 
（３）保全対策検討スケジュールについて【資料－４】 
 
＊辻井座長 

それでは、今ご了解を得た検討内容をどういうふうにしていくのかというスケジュールを、保

全対策検討スケジュールについて、とのことで事務局からご説明をお願いします。 
 
＊事務局より、資料－４「平取ダム地域文化保全対策検討会スケジュール」について説明 
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＊辻井座長 

 どうもありがとうございました。今お聞きいただいたのが当面の検討スケジュールですが、こ

れについてご質問なりご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 
 
●私は前回の委員ではなかったので、全体の流れ的なものが把握できていないんですけれども、資料

－３の方で先ほどいろいろ協議されていたのですが、これはまだ細かい面ですが、要するにチノミシ

ﾘについてもまだ調査しますよね。 
 
＊辻井座長 

 細かいというか、要するに前の委員会で、こういうことをするべきではないかということをま

とめられましたから、それについてのことがここに出てきているわけです。 
 
●なるほど。 
 私、この前、地元のお祭でいろいろさせていただいたんですけれども、カムイノミについてですが、

はっきり言って全然分からないのです。それでチノミシﾘのカムイノミも全然分からないんです。そ

れで総括報告書の方もまだ見ていないんですけれども、どういうことをチノミシﾘの中でアイヌ語で

していたのかとか、そういう細かいところもあるような気がするんです。検討会の方では細かいとこ

ろまでできないんですか。 
 
＊辻井座長 

 検討会ではそういうことまでできないです。この検討会でそれをというのではなくて、多分も

し必要とするならば調査班を組織しますから、そちらで調べるということになるのではないでし

ょうか。 
 
●それは分かるんですけれども。検討会の方でこういうことをしてほしいとか、そういうことは言え

るのですか。 
 
＊辻井座長 

 おっしゃっていただいて結構です。前の報告に載っていることだけしか調査しませんとか、今

日の要約でまとめてもらった以外のことは全くしませんという意味合いのものではなくて、こう

いうことが足りないのではないかとか、足りないものについては、ご意見をおっしゃっていただ

いて結構です。こういうことがもっと必要なんじゃないかとかです。ただそれが全部が全部、こ

れは時間的なこととかもあって完璧にいわゆる研究レベルまでできるのかどうかというのは分

かりません。ただ、調査班が、ここにあるチノミシﾘなんかのことについても調査をするという

ことになっていますから、その中に含まれるものだったらば十分に調査をすることができるので

はないかと私は考えますけれども。ですから是非、こういうことが必要なんだ、こういうことに

ついての調査をこういうふうにするべきではないかということを、おっしゃっていただいていい

と思います。 
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●その言う機会ですが、この検討会だけですか。 

 
＊辻井座長 
   それはこの検討会だけではなくて一向に構いません。 

事務局におっしゃっていただいても構いません。それはこの３回か４回の検討会では、その時

まで待っていなくてはいけないとなっては、調査もとても間に合いませんから。 
それは例えば、私なりあるいはウタリ協会から出していただいても構いませんし、事務局に通

じるようにいたします。この会議だけだと、とてもそれはできませんから直接おっしゃっていた

だいて構わないです。 
 
●分かりました。 

 
●チノミシﾘの件については支部独自の調査もしていろいろな意見が出てきているんです。それを１

度こちらへ報告しているから、もちろんここだけではなくて先ほど支部長が言われたように地縁・血

縁に配慮してチノミシﾘの件は支部がきちんとしてくれれば、お任せしますというような意見も頂い

ているので、支部としては失われるものに替わる、アイヌ民族の文化に対する、それなりの配慮をし

ていただければ具体的な形で進めようという形で考えています。これからまた支部の中や他の関係の

方々と具体的な更に詰めた相談をしていくことになると思います。それを受けて、またここで発言を

するという形で、その辺を支部の中でもう少し話し合った方が良いと思います。 
 
＊辻井座長 

 むしろ、こういうことが分かっているんだとか、あるいは情報があるんだということは出して

いただいた方が良いのではないでしょうか。調査班に調べてくれというだけではなくて、こうい

う情報があるとか、あるいはこういうことが分かっているということがあったら出していただけ

ると良いのではないでしょうか。 
 
●事務局が今回、開発さんということで、離れているが、どう伝えたらよいのでしょうか。 

 
＊辻井座長 

 それは実際には先程から申しましたように調査班を二風谷に置くことになりますから、私の解

釈では多分、今までと同じように、つまり継続性がなくてはいけないわけですから、今までは博

物館、文化財課の方で根拠地としてやっていたわけです。そういう形は変わらないだろうと思い

ます。ですから連絡はいつも取れると思います。それから事務局は確かに室蘭開発建設部になる

わけですけれども、それをサポートするのは、事務局といいますか、事務局の連絡役を１人置い

ておきます。ですから、そちらにいつでも連絡が取れるようにということになりますから。 
 
●先ほど座長がおっしゃっていた調査班というのは何名くらい考えているのですか。 
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＊辻井座長 
 まだ分かりません。前の規模にはならないのではないかと思います。経費のこともありますか

ら。しかしかなりの仕事ができるようにはということになるだろうと思います。 
 
＊事務局 

 今、議論されております調査体制をどうするかということですけれども、私共としましては保

全対策をより具体化するために必要な検討というのは、必ず出てくるだろうというふうに考えて

おります。その調査を進めるべく体制はとりたいというふうに考えております。今私共は、辻井

座長がおっしゃったように継続性を重視して考えていきたいというふうに考えています。ただ、

体制については従来のような体制はなかなか難しいかなというふうに考えていますけれども、継

続性を重視していきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 
 
●辻井先生を始め、開発の方がおっしゃったように、やはり知っている人が継続性をもってするのが

良いと、私も思います。ただ、アイヌの人達の人材育成という面も兼ねて継続性プラス、もちろん良

いところもあるし、前回の反省すべき材料もあると思うので、●●委員は、多分そういったことにも

ウタリ協会支部の意見を組み入れてほしいという意味で言ったと思うんですけれども。ですから継続

性を持ちながら多少反省点も見ながら、アイヌの人達の人材育成という意味を考えたら私共の支部の

意見も取り入れていただきたいという意味でおっしゃったと思います。 
 
＊辻井座長 

 私もウタリ協会のご意向というのは非常に重要だと思います。ですから、それをどういう体制

にするのか、どういうメンバーでするのかということについては、今日はここでは決められませ

んし、まだそこまでいっていませんから、これは事務局とウタリ協会と町と、それに私も加えて

いただいて検討するということにさせていただいていかがでしょう。調査はなるべく早く始めな

ければいけないので、あまり時を置かない方が良いと思いますから、４者でいつ検討するかとい

うことを決めてということで預けさせていただいてよろしいですか。 
 
●私も、辻井先生の話にありましたように、この調査員のことは、やはり継続性が非常に大切なこと

というのは全く同感です。規模的なことも前回と同じにならないということも分かります。 
私も辻井先生共々、前回の調査班の活動を約２～３年間見守ってきました。そして今度、調査班を

結成する時には、やはり色々な反省も中に加えながら、そしてあくまでもチノミシﾘ関係ということ

は我々民族に関わることで、やはり地域文化・民族文化のことです。ですから今まで決して軽視され

たということではないんですけれども、我々協会側の意見も更によく開発さんも聞いていただきたい

と思います。 
また先生が先ほど言われたように誰か１人常駐されるということですけれども、その辺の我々の考

え方も十分くみ上げていただいて、皆さんと十分理解し合って配慮していただければ思います。 
 
＊辻井座長 

 分かりました。十分に考えさせていただいてということにいたします。 
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他にいかがでしょうか。 
 ございませんようなので、では今の調査班の問題も含めてという話になりましたけれども、協

議事項の３つ目のスケジュールについては、今のようなことで進めさせていただいてよろしいで

しょうか。 
 
＊各委員、承認 

 
 
＊辻井座長 

 ありがとうございました。ではスケジュールについてはご承認をいただいたということにいた

します。 
 
（４）その他 
 
＊辻井座長 

 それでは４番目は、その他ということですけれども、事務局どうぞ。 
 
＊事務局 

 その他の分につきましては、特にございません。 
 
＊辻井座長 

 それでは、（４）のその他については特にないということですから今日用意された議題は全て

終了ということといたします。ありがとうございました。 
 それでは事務局に司会をお返ししますので、よろしくお願いいたします。 

 
 

６．閉 会 
 
＊事務局 

 辻井座長どうもありがとうございました。事務局といたしましては先ほどいただいたご議論等

も踏まえまして、今後とも委員の皆様からご指導、あるいはご相談させていただきながら第２回

の検討会に向けて進めて参りたいと思っております。 
 それでは、これをもちまして第１回の検討会を閉会させていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 
以上 
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（１）現地踏査 

 

平取ダム建設予定地における精神文化に関する現地踏査結果 

― 参加者の感想（抜粋）― 

 
日  時   平成１８年１２月２日（土）9：00～11：40 
場  所   平取ダム建設予定地周辺 
内  容 
・和人が入る前は狩猟が主な生活の基盤で、（ダム建設予定のこの地域は）狩りのた

めにも重要な拠点であった。また、終戦直後はわざわざ父が狩りに来ていた思い出

の場所でもある。 
・生活は和人化したけれど、精神文化を形に表した儀礼等は先祖から伝わった大事な

ものなので、単に話をするだけではなく、それをどういうふうにして管理、保存し

ていくのか考えてもらいたい。 
・精神文化というのは、形でなかなか表しづらいものである。 
・遙かのかなたの時代から、悠久の自然の中で（私たちアイヌ民族は）自分たちの言

葉で自分たちの精神でいつも荘厳な気持ちで狩りを行っていた。 
・今は民族的な精神の部分を忘れていることがあるが、根底は紛れもなく先祖の血が

流れていることを考えると、先祖の思いを残す所との対話は、非常に重たいもので

ある。 
・遙か何百年何千年を過ぎた精神文化であるということと、現代の文化とどう摺り合

わせるのか、このことを真剣に考えながら協力できる部分があれば協力したい。 
・改めて現地に立って見たことにより、先祖がどういう考えを持ってあの山に祈りを

していたのかということを考えてみた。差別が無くて一から十まで伝えられたので

あれば、もっと自分にも分かったのかなと。どうしてあの場所で拝んだのか、どう

いう理由で拝んだのか、ということの先祖の思いが、今となっては分からないとい

うことを感じた。 
・精神的な文化というものを後世にいかに残していくかということが大切であるし、

我々の時代が終わったときに、そういう文化を持っていたということについて知ら

せる方法を考えなければならない。 
・宗教の信仰の自由といった部分も含めて、（精神文化に関することを）どう保全を

していくのかということは重要なことだと感じた。 
・（ダム建設予定地周辺において、チノミシﾘ等の）歴史文化を保全していくにあたっ

ては、素晴らしい景観を有する空間を保全しながら、かつ周辺の町有牧野やすずら

ん観賞地も保全しなくてはいけないということであり、なかなか難しい問題だと感

じた。 
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・チノミシﾘというのは、当事者以外には分かりにくいところがあるが、それを分か

るか分からないかではなくて、（地域に）いらっしゃる方々の考え、ないし実際に

信じている方々の気持ちを尊重するということだろうと思う。 
・チノミシﾘというのは、個人的なものなのか、あるいは集団的に信仰しているもの

なのかという問題があるし、具体的に信仰されている対象が、全体としてみた場合

に共通点を見いだせるのか（例えば崖が多いとか、あるいは山が多いとか）という

ようなことをこれから勉強していかなければならないだろう。 
・精神文化というのは、表現がすごく難しいと思う。そして、精神文化を形として表

現するとすれば、どうすればいいのかということが次の問題として出てくるのかも

しれない。あるいは、それもやるべきではないということになるかもしれない。 
・今日の資料はダムサイトだけにチノミシﾘ等が集中しているかのように見えるが、

必ずしもそこに集中しているわけではないので、全体的な視点から見直してみる必

要がある。 
・平取ダム建設予定地には大事な精神的なものも含めた場所がある。それに関して基

本的な点では（ダム建設によって）多少変わることがあるが、ダム建設によってこ

れからのアイヌの人たちにとって、文化的なことやいろいろな面でメリットがある

と考えている。 
・チノミシﾘは水の中にではなく、上の方にできると良いと思う。 
・チノミシﾘの場所、カムイノミをする場所を本当は早く決めていただきたい。 

 
以上 
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（２）平取ダム地域文化調査業務の概況 

 

― 調 査 体 制 図 ― 
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・地図整理担当 

・アイヌ語担当 

・事務連絡担当 
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― 調 査 内 容 ― 
 

１ 精神文化現地調査 

 

１）調査項目と進捗状況 

① カムイノミ箇所（湛水前＝現状）の把握 ＜聞き取り含む＞：終了 

② カムイノミ箇所（湛水前＝現状）の現地状況調査     ：調査中 

③ カムイノミにおける儀礼行為の現状把握調査       ：調査中 

 

２）調査状況 

現地状況調査日：2006 年 11 月 29 日／2006 年 12 月 22 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         （カムイノミ箇所(合流点)から 

見たチノミシﾘ） 

 

 

 

 
（カムイノミ箇所(宿主別橋の袂)から見たチノミシﾘ） 

 

・チノミシﾘとされる山は、 

額平川と宿主別川の合流点 

より少し上流に位置して 

いる。 

・山は切立った崖になっており、

絶壁に近い状態で、南東側斜面

が崖になっている。 

北

南

東

西

◇ Ｄｂさんがチノミシﾘ(我ら祭る所)へのカ
ムイノミをしていた場所 

◇ Ｏｂさんがチノミシﾘへのカムイ

ノミをしていた場所
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◇ Ｏｂさんが宿主別川の川下へカムイノミをしていた場所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

番兵小屋があった場所 

 

 

◆整理した調査データの入力方法（ファイルメーカー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上流 
下流 

図中の●のポイントを指すと、写真が見

えるように今後していくように検討中。
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２ 工事箇所現地調査 

 

１）調査項目と進捗状況 

① 付替道路工事予定箇所の植物調査（立木） ：調査中 

 

２）調査状況 

・ 調査箇所は、道道芽生貫気別線付替道路計画の一部区間（1,500m） 

・ 100ｍ区画ごとに立木名の同定、本数、樹径、用途をとりまとめている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0m 起点付近の道道芽生貫気別線     道道沿いを調査中 

 

 

食 薬 生活用具 信仰 その他

アユｼニ/ハリギリ*/せんのき 2 18.5 16.0 21.0 ●

ウトゥカンニ/ミズキ/みずき 1 22.0 22.0 22.0 ● ●

カリンパニ/―/さくら（エゾヤマザクラを含む） 2 21.0 5.5 36.5 ● ● ● ●

スス/―/やなぎ 1 56.0 56.0 56.0 ● ● ● ●

セイェカパﾗ/アサダ/あさだ 5 17.6 8.0 30.5 ●

チキサニ/ハルニレ/あかだも・にれ 6 23.3 4.0 50.0 ● ●

トゥレﾌﾟニ/ヤマグワ/くわ 2 7.8 7.5 8.0 ● ● ● ●

トペニ/―/いたや・もみじ 23 15.5 2.5 55.0 ● ● ● ●

ニペｼニ/オオバボダイジュ/あおじな 1 22.0 22.0 22.0 ●

ニペｼニ/シナノキ/あかじな 2 7.0 6.0 8.0 ●

ネｼコ/オニグルミ/くるみ 3 23.7 22.0 26.5 ● ● ● ●

ピンニ/ヤチダモ/やちだも 4 29.5 18.0 40.0 ●

プンカウ/ハシドイ/どすなら 7 5.5 2.5 16.4 ● ●

ペロ/コナラ/なら・いしなら 3 35.5 20.5 48.0 ● ● ●

ペロ/ミズナラ/なら・みずなら 1 8.0 8.0 8.0 ● ● ●

ヤﾙペニ/カンボク/かんぼく 1 3.0 3.0 3.0

ラスパ/ノリウツギ/さびた 3 2.3 2.0 2.5 ● ● ●

レタッタッニ/シラカンバ/しらかば 1 17.0 17.0 17.0 ● ● ● ●

本数樹木名（アイヌ語名/和名/通称名）

０ｍ～１００ｍポイント　樹木明細表

用途
直径最大値直径最小値直径平均値
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３ アイヌ語地名踏査 

1）調査項目と進捗状況 

① アイヌ語地名箇所踏査 ：調査中 

 

２）調査状況 

・ 調査箇所は、総括報告書に記載されている 204 箇所のアイヌ語地名箇所 

・ ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）により地図上での位置

を把握する 

◆パソコン上での表示イメージ（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 栽培実証試験 

 
１）調査項目と進捗状況 

① 栽培実証試験 ：調査中 

 

２）調査状況 

・ 過去３年間にアイヌ文化環境調査室でアイヌ文化に有用な植物の種を採取

し、調査室裏の畑で栽培実践した樹木について継続管理とデータの整理を

行っている 

画面上のマウスが赤色のポイント
の上を通過すると下のように写真
と撮影日を表示できる。さらにクリ
ックすることで写真を拡大して見
ることが可能。 
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アイヌ語 和名 種採取地 処理方法 2004年畑 2005年畑 2006年畑＊ 生存率

カリンパニ エゾヤマザクラ 二風谷 そのまま 2003,7,25 686粒 2004,5,24 406本 406本 331本

カリンパニ エゾヤマザクラ 二風谷 果肉を取り除いて 2003,7,25 686粒 2004,5,24 377本 377本 282本

ケネ ケヤマハンノキ 額平 そのまま 2003,6,19 不明 2004,5,24 40本 38本 16本 16本 不明

チキサニ ハルニレ 博物館 そのまま 2003,6,19 550粒 2004,5,24 73本 89本 93本 93本 16.9%

トｳンニ カシワ 芽生 そのまま 2003,10,8 82粒 2004,6,24 57本 40本 38本 37本 45.1%

ネｼコ オニグルミ 二風谷 そのまま 2003,10,8 77粒 2004,6,10 30本 30本 29本 23本 29.8%

ウトｳカンニミズキ 二風谷 果肉を取り除いて 2003,10,8 180粒 ‐ ‐ ‐ ‐ 8本発芽 4.4%

クネニ イチイ 二風谷 そのまま 2003,10,8 173粒 2005,6,22 40本 ‐ ‐ 19本をポットで育苗 11.0%

ケネ ケヤマハンノキ 額平 そのまま 2003,6,19 不明 2005,6,22 1本 ‐ ‐ 1本をポットで育苗 不明

シケﾚペ キハダ 芽生 果肉を取り除いて 2003,10,8 234粒 2005,6,22 8本 ‐ ‐ 8本をポットで育苗 3.4%

トペニ イタヤカエデ 芽生 そのまま 2003,10,17 180粒 2005,6,22 1本 ‐ ‐ 1本をポットで育苗 0.6%

トペニ ミツデカエデ 豊糠 そのまま 2003,10,17 180粒 2005,6,22 27本 ‐ ‐ 26本をポットで育苗 14.4%

トペニ アカイタヤ 額平 そのまま 2003,6,19 不明 2005,6,22 11本 ‐ ‐ 5本をポットで育苗 不明

プンカウ ハシドイ 芽生 そのまま 2003,10,17 180粒 2005,6,22 33本 ‐ ‐ 23本をポットで育苗 12.8%

チクペニ イヌエンジュ 額平 そのまま 2005.11.15 184粒 ‐ ‐ ‐ ‐ 苗箱　(発芽待ち) ‐

トペニ アカイタヤ 額平 そのまま 2003,6,19 不明 ‐ ‐ ‐ ‐ 苗箱のまま ‐    苗箱

プンカウ ハシドイ 額平 そのまま 2005.11.15 370粒 ‐ ‐ ‐ ‐ 苗箱　(発芽待ち) ‐

畑の状況　　木

畑

　ポット

*2006 年11月現在で,落葉しており難しく、春　葉が出てからまた確認する予定です。

播種年月日・数 移植年月日・数

298本 21.7%

 

栽培実証試験

アイヌ語 和名 種採取地 処理方法 2004年畑 2005年畑 2006年畑 生存率
アﾂニ オヒョウ 博物館 そのまま 2003,6,19 数不明 不明 不明 119本 109本
アﾂニ オヒョウ 額平 そのまま 2003,6,19 数不明 不明 不明 137本 76本
アﾂニ オヒョウ 額平 幼木を採取 ‐ ‐ 2005,6,15 14本 ‐ 14本 4本　 28.6%

和名 種採取地 処理方法 2006年育苗の状況 生存率

アﾂニ オヒョウ 博物館 冷蔵7日間冷凍7日間 2004,6,24 160粒 2005,6,28 80本　(50%) ‐ ‐

アﾂニ オヒョウ 博物館 冷蔵15日間冷凍15日間 2004,7,9 160粒 2005,6,28 58本　(36%) ‐ ‐

アﾂニ オヒョウ 額平 冷蔵7日間冷凍7日間 2004,6,24 575粒 2005,6,28  36本 (0.62%) ‐ ‐

アﾂニ オヒョウ 額平 冷蔵15日間冷凍15日間 2004,7,9 575粒 2005,6,28  12本　(0.20%) ‐ ‐

アﾂニ オヒョウ 博物館 冷蔵5日間冷凍5日間 2005,6,23 557粒 2006.6 184本（33％） ‐ ‐ 184本をポットで育苗 33.0%

アﾂニ オヒョウ 額平 冷蔵5日間冷凍5日間 2005,6,23 527粒 2006.6  18本（0.34％） ‐ ‐ 18本をポットで育苗 3.40%

アﾂニ オヒョウ 博物館 冷蔵5日間冷凍5日間 2005,6,23 200粒 ‐ ‐ ‐ ‐ ビニールハウス(発芽待ち) ‐

アツニ（オヒョウ）の発芽率試験結果

処理方法

冷蔵7日間冷凍7日間 50%

冷蔵15日間冷凍15日間 36%

冷蔵5日間冷凍5日間 33%

冷蔵7日間冷凍7日間 0.62%

冷蔵15日間冷凍15日間 0.20%

冷蔵5日間冷凍5日間 0.34%

試験栽培地と自然環境や気候の近い二風谷アイヌ博物館で採取した種の方が、
同じ条件でも発芽率がとてもよかった。 オヒョウの苗箱

不明

12.3%

畑の状況　　オヒョウ

播種年月日・数 移植年月日・数

   194本

播種年月日・数 移植年月日・数(発芽率)

　　181本ポットで育苗

採取場所

額平川上流地域で採取した種

額平川上流地域で採取した種

二風谷アイヌ博物館先で採取した種

二風谷アイヌ博物館先で採取した種

二風谷アイヌ博物館先で採取した種

額平川上流地域で採取した種
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先住民族の権利に関する国際連合宣言 
 
（「先住民に関する国連作業部会」第 11 会期において合意された草案） 
［国連文書:E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1] 
 

            翻訳 手島武雅 
 
 
 全ての民族が、異なり、また自らを異なると考え、そして異なるとして尊重される権利

を承認する一方、先住民族が他の全ての民族に対して尊厳と権利とにおいて平等であるこ

とを確認し、 
 
 全ての民族が、人類の共通遺産を成す文明と文化の多様性と豊かさに貢献することもま

た確認し、 
 
 出身国、人種的、宗教的、民族的または文化的な差異を根拠とする民族または個人の優

越を基盤としたり、主唱する全ての教義、政策、慣行は、人種差別主義であり、科学的に

誤りであり、法的に無効であり、道義的に非難すべきであり、社会的に不正であることを

さらに確認し、 
 
 先住民族は、彼（女）らの権利の行使において、いかなる種類の差別からも自由である

べきことをまた再確認し、 
 
 先住民族は、これまで彼（女）らの人権と基本的自由を剥奪されてきており、その結果、

とりわけ、彼（女）らの植民地化と彼（女）らの土地、領土および資源の奪取が起こり、

かくしてそれが、特に、彼（女）ら自身の必要と利益に一致した発展に対する彼（女）ら

の権利を彼（女）らが行使することを妨げてきたことを懸念し、 
 
 先住民族の政治的、経済的および社会的構造に、そして彼らの文化、精神的伝統、歴史

および哲学に由来する彼らの生得の権利と特徴、特に、被らの土地、領土および資源に対

する彼らの権利を尊重しかつ伸展させる緊急の必要性を認識し、 
 
 先住民族が、政治的、経済的、社会的および文化的高揚のために、そしてあらゆる形態

の差別と抑圧に、それが起こる至る所で、終止符を打つために自らを組織しつつあるとい

う事実を歓迎し、 
 
 先住民族と彼（女）らの土地、領土および資源に影響を及ぼす開発に関する先住民族に

よる統制は、彼（女）らが、彼（女）らの制度、文化および伝統を維持しかつ強化するこ

と、そして彼（女）らの願望と必要に一致した発展を推進することを可能にすると確信し、 
 
 先住民族の知識、文化および伝統的慣行の尊重は、持続可能で公正な発展と環境の適切

な管理に寄与することもまた認識し、 
 
 先住民族の土地および領土の非軍事化の必要性と、それが世界の諸国と諸民族の間の平
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和、経済的・社会的進歩と発展、理解、そして友好関係に貢献することを強調し、 
 
 先住民族の家族と共同体が、彼（女）らの子どもの育成、訓練、教育および福利に対し

て共有された責任を保持する権利を特に認識し、 
 
 先住民族が、共存、互恵および完全尊重の精神において国家との彼（女）らの関係を自

由に決定する権利を有することもまた認識し、 
 
 国家と先住民族との間の条約、協定および他の取り決めは、正当に国際的な関心と責任

の問題であると考え、 
 
 国際連合憲章、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約、そして市民的およ

び政治的権利に関する国際規約が、全ての民族の自決の権利の根本的重要性を確認してお

り、その権利に基づき、彼（女）らが自らの政治的地位を自由に決定し、自らの経済的、

社会的および文化的発展を自由に追求することを認め、 
 
 本宣言中の何も、いかなる民族に対してもその自決の権利を否認するために利用されて

はならないことを心に銘記し、 
 
 国家に対し、先住民族に当てはまる全ての国際法文書、特に人権に関連する文書に、当

該民族との協議と協力において、従いかつ効果的に実行することを奨励し、 
 
 国際連合が先住民族の権利の推進と保障において演じるべき重要かつ継続する役割を有

することを強調し、 
 
 本宣言が、先住民族の権利と自由の承認、推進および保障への、そしてこの分野におけ

る国際連合体系の適切な活動の展開においての、さらなる重要な一歩前進であることを信

じ、 
 
 以下の、先住民族の権利に関する国際連合宣言を厳粛に宣言する。  
 
 
第１部 
 
第１条 
 先住民族は、国際連合憲章、世界人権宣言および国際人権法に認められている全ての人

権と基本的自由の十分かつ効果的な享受に対する権利を有する。 
 
第２条 
 先住民個人および民族は、自由であり、かつ尊厳と権利において他の全ての個人および

民族と平等であり、さらに、いかなる種類の否定的差別からも、特に彼（女）らの先住民

族としての出自あるいはアイデンティティ（帰属意識）に基づく差別から自由である権利

を有する。 
 
第３条 
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 先住民族は、自決の権利を有する。この権利に基づき、先住民族は、自らの政治的地位

を自由に決定し、並びにその経済的、社会的および文化的発展を自由に追求する。 
 
第 4 条 
 先住民族は、国家の政治的、経済的、社会的および文化的生活に、彼（女）らがそう選

択すれば、完全に参加する権利を保持する一方、彼（女）らの法制度に加えて、彼（女）

らの明確に異なる政治的、経済的、社会的および文化的特徴を維持しかつ強化する権利を

有する。 
 
第５条 
 全ての先住民個人は、ナショナリティ（国籍／民族籍）に対する権利を有する。  
 
 
第２部 
 
第６条 
 先住民族は、明確な民族として自由で平和にそして安全に生活し、ジエノサイド（集団

虐殺）または、あらゆる口実の下での家族および共同体からの先住民の子どもの引き離し

を含む、他のあらゆる暴力行為に反対する十分な保証に対する集団的権利を有する。 
 
 さらに、彼（女）らは、生命、身体および精神の保全、自由および個人の安全に対する

個人的権利を有する。 
 
第 7 条 
 先住民族は、以下の行為の防止およびそれに対する矯正・賠償を含め、エスノサイド（民

族根絶）および文化的ジェノサイドにさらされない集団的および個人的権利を有する。 
 
・明確な民族としての彼（女）らのまとまり、彼（女）らの文化的価値観あるいは民族的

アイデンティティを剥奪する目的または結果をもつあらゆる行為。 
 
・彼（女）らからその土地、領土または資源を収奪する目的または結果をもつあらゆる行

為。 
 
・彼（女）らの権利を侵害したり脅かす目的または結果をもつあらゆる形態の住民移転。 
 
・立法的、行政的または他の措置によって彼（女）らに押し付けられた他の文化または生

活様式によるあらゆる形態の同化または統合。 
 
・彼（女）らに反して向けられたあらゆる形態のプロパガンダ（宣伝）。 
 
第８条 
 先住民族は、自らを先住（indigenous）と認定しかつそのように認知される権利を含めて、

彼（女）らの明確に異なるアイデンティティおよび特徴を維持しかつ発展させる集団的お

よび個人的権利を有する。 
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第 9 条 
 先住民族およびその個人は、当該共同体または国（nation）の伝統と慣習に従って、先住

民族の共同体または国に属する権利を有する。いかなる種類の不利益もかかる権利の行使

から生じてはならない。 
 
第 10 条 
 先住民族は、彼（女）らの土地または領土から強制的に移転させられない。当該先住民

族の自由でかつ情報に基づく合意なしに、また公正で公平な補償に関する合意、そして可

能な場合は、帰還の選択肢のある合意の後でなければ、いかなる転住も行われない。 
 
第 11 条 
 先住民族は、武力紛争の時期における特別の保護と安全に対する権利を有する。 
 
 国家は、緊急事態および武力紛争の状況における文民の保護のための国際規準、特に 1949
年のジュネーブ第 4 条約を順守し、次の事は行わない。 
 
・先住民個人を彼（女）らの意志に反して軍隊に、そして特に、他の先住民族に対する利

用のために入隊させること。 
 
・いかなる状況においても、先住民の子どもを軍隊に入隊させること。 
 
・先住民個人に彼（女）らの土地、領土あるいは生活手段を放棄することを強制したり、

あるいは彼（女）らを軍事目的のための特別施設に転住させること。 
 
・先住民個人に軍事目的のために差別的条件の下で働くことを強制すること。   
 
 
第 3 部 
 
第 12 条 
 先住民族は、彼（女）らの文化的伝統と慣習を実践しかつ再活性化する権利を有する。

これには、考古学的および歴史的な場所、加工品、文様、儀式、技術、視覚芸術および演

じる芸術、そして文学といった、彼（女）らの文化の過去、現在、未来の表現を維持し、

保護し、かつ発展させる権利、さらに、彼（女）らの自由でかつ情報に基づく合意なしに、

あるいは彼（女）らの法律、伝統および慣習に違反して取得された文化的、知的、宗教的

および精神的な財産の返還に対する権利が含まれる。 
 
第 13 条 
 先住民族は、彼（女）らの精神的および宗教的伝統、慣習、そして儀式を表現し、実践

し、発展させ、そして教える権利、彼（女）らの宗教的および文化的な場所を維持し、保

護し、そして密かにそこに立ち入る権利、儀式用の物の使用と管理の権利、人間の遺骸や

遺骨などの返還に対する権利を有する。 
 
 国家は、埋葬地を含む先住民族の神聖なる場所が保存され、尊重され、そして保護され

ることを確実にするために、当該先住民族と連携して効果的措置を取ることとする。 
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第 14 条 
 先住民族は、彼（女）らの歴史、言語、口承伝統、哲学、文字体系および文学を再活性

化し、使用し、発展させ、そして未来の世代に伝達する権利、並びに彼（女）ら独自の共

同体名、地名、そして人名を選定しかつ保持する権利を有する。 
 
 国家は、この権利が保障されることを確実にするために、また、政治的、法的、行政的

な手続きにおいて、必要な場合は通訳の提供または他の適切な手段によって、彼（女）ら

が理解できかつ理解され得ることを確実にするために、先住民族のいかなる権利でも脅か

されそうな時は常に、効果的措置を取ることとする。  
 
 
第 4 部 
 
第 15 条 
 先住民族の子どもは、国家のあらゆるレベルと形態の教育に対する権利を有する。全て

の先住民族もまた、この権利と彼（女）ら独自の言語で教育を提供する彼（女）らの教育

制度および機関を、彼（女）らの文化的な教授法および学習法に適した方法で確立し、統

轄する権利を有する。 
 
 彼（女）らの共同体の外に居住する先住民族の子どもは、彼（女）ら独自の文化と言語

での教育に対するアクセスを提供される権利を有する。 
 
 国家は、これらの目的のために適切な資源を提供するための効果的措置を取ることとす

る。 
 
第 16 条 
 先住民族は、彼（女）らの文化、伝統、歴史および願望の尊厳と多様性をあらゆる形態

の教育および公共情報に適切に反映させる権利を有する。 
 
 国家は、先住民族および社会の全ての成員の間で、偏見と差別を除去し、寛容、理解お

よび良好な関係を推進するために、当該先住民族との協議において、効果的措置を取るこ

ととする。 
 
第 17 条 
 先住民族は、彼（女）ら自身のメディアを彼（女）ら自身の言語で確立する権利を有す

る。彼（女）らはまた、あらゆる形態の非先住民族メディアヘの平等なアクセスに対する

権利を有する。 
 
 国家は、国有のメディアが先住民族の文化的多様性を正当に反映することを確実にする

ための効果的措置を取ることとする。 
 
第 18 条 
 先住民族は、国際労働法および国内労働法の下で確立された全ての権利を十分に享受す

る権利を有する。 先住民個人は、労働、雇用、または給与のいかなる差別的条件にも従
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わせられない権利を有する。  
 
 
第 5 部 
 
第 19 条 
 先住民族は、彼（女）ら先住民族固有の決定作成制度を維持しかつ発展させる権利のみ

ならず、彼（女）らの権利、生活および運命に影響を及ぼし得る事柄における決定作成の

全てのレベルで彼（女）ら自身の手続きに従って彼（女）ら自身によって選ばれた代表を

通じて、彼（女）らがそう選択すれば、完全に参加する権利を有する。 
 
第 20 条 
 先住民族は、彼（女）らに影響を及ぼし得る立法的または行政的措置の考案に、彼（女）

らによって決定された手続きを通じて、彼（女）らがそう選択すれば、完全に参加する権

利を有する。 
 
 国家は、そのような措置を採択し実行する前に当該民族の自由でかつ情報に基づく合意

を得ることとする。 
 
第 21 条 
 先住民族は、彼（女）らの政治的、経済的および社会的体制を維持しかつ発展させ、生

存と発展の彼（女）ら独自の手段の享受において安全であり、そして彼（女）らの全ての

伝統的その他の経済活動に自由に従事する権利を有する。生存と発展の彼（女）らの手段

を剥奪されてきた先住民族は、公正かつ公平な補償を得る権利を有する。 
 
第 22 条 
 先住民族は、雇用、職業訓練および再訓練、住宅、衛生、健康、そして社会保障の領域

を含めて、彼（女）らの経済的および社会的条件の早急で効果的かつ継続的改善のための

特別措置に対する権利を有する。 
 
 先住民の高齢者、女性、若者、子ども、そして障害者の権利と特別なニーズに特別な注

意が払われることとする。 
 
第 23 条 
 先住民族は、発展に対する彼（女）らの権利を行使するための優先事項および戦略を決

定しかつ展開する権利を有する。特に、先住民族は、彼（女）らに影響を及ぼしている全

ての健康、住宅、その他の経済的および社会的施策を決定しかつ展開し、できる限り、そ

のような施策を彼（女）ら自身の制度を通じて執行する権利を有する。 
 
第 24 条 
 先住民族は、生命維持に必要な薬用の動植物および鉱物の保護に対する権利を含めて、

彼（女）らの伝統医薬と保健の実践に対する権利を有する。 
 
 彼（女）らはまた、全ての医療制度、保健サービスおよび治療を何の差別もなく利用す

る権利を有する。  
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第 6 部 
 
第 25 条 
 先住民族は、彼（女）らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきた土

地、領土、水域および沿岸海域、その他の資源との彼（女）らの独特な精神的および物質

的関係を維持しかつ強化し、そしてこの点における未来の世代に対する彼（女）らの責任

を守る権利を有する。 
 
第 26 条 
 先住民族は、土地、空域、水域、沿岸海域、海水、動植物相および他の資源の総合的環

境を含めて、彼（女）らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきた土地

および領土を領有し、開発し、統制し、そして使用する権利を有する。これには、彼（女）

らの法律、伝統と慣習、土地保有体系、並びに資源の開発と管理のための制度の完全な承

認に対する権利、およびこれらの権利へのいかなる干渉も、あるいはその移転または侵害

も防止するための国家による効果的措置に対する権利を有する。 
 
第 27 条 
 先住民族は、彼（女）らが伝統的に領有もしくは他の方法で占有または使用してきて、

彼（女）らの自由でかつ情報に基づく合意なしに没収、占有、使用されたり、または損害

を受けたりした土地、領土および資源の返還に対する権利を有する。 
 
 これが可能でない場合、彼（女）らは、公正かつ公平な補償に対する権利を有する。当

該民族による他の内容での自由な合意がなければ、補償は、質、規模および法的地位にお

いて同等の土地、領土および資源の形を取ることとする。 
 
第 28 条 
 先住民族は、彼（女）らの土地、領土および資源の総合的環境と生産能力の保全、復元

および保護に対して、並びに自家からおよび国際協力を通じてのこの目的のための援助に

対して権利を有する。当該民族による他の内容での自由な合意がなければ、先住民族の土

地および領土において軍事活動を行ってはならない。 
 
 国家は、先住民族の土地および領土において有害物質のいかなる貯蔵も廃棄も行われな

いことを確実にするための効果的な措置を取ることとする。 
 
 国家はまた、そのような物質によって影響を受ける民族によって作成されかつ実行され

る、先住民族の健康を監視し、維持し、そして回復するための施策が適切に実行されるこ

とを、必要に応じて、確実にするための効果的な措置も取ることとする。 
 
第 29 条 
 先住民族は、彼（女）らの文化的および知的財産の完全な所有権、管理権および保護に

対する承認を得る権利を有する。 
 
 彼（女）らは、人間および他の遺伝学的資源、種子、医薬、動植物相の特性についての
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知識、口承伝統、文学、文様、並びに視覚芸術および演じる芸術を含め、彼（女）らの科

学、技術および文化的表現を統制し、発展させ、そして保護するための特別措置に対する

権利を有する。 
 
第 30 条 
 先住民族は、特に、鉱物、水または他の資源の開発、利用または採掘に関連して、彼（女）

らの土地、領土および他の資源に影響を及ぼすいかなるプロジェクト（計画）の承認にも

先だち、国家が彼（女）らの自由でかつ情報に基づく合意を得ることを必須要件とする権

利を含めて、彼（女）らの土地、領土および他の資源の開発または使用のための優先事項

と戦略を決定しかつ展開する権利を有する。 
 
 当該先住民族との合意に準じて、公正かつ公平な補償が、実行されるいかなるそのよう

な活動および措置に対しても、環境的、経済的、社会的、文化的または精神的な悪影響を

軽減するために提供されることとする。  
 
 
第 7 部 
 
第 31 条 
 先住民族は、彼（女）らの自決権を行使する一つの具体的な形態として、文化、宗教、

教育、情報、メディア、保健、住宅、雇用、社会福祉、経済活動、土地および資源の管理、

環境、部外者の立ち入り、およびこのような自治機能を賄うための方法と財源を含めて、

彼（女）らの内部的および共同体的（local）問題に関連する事柄における自律（autonomy）
あるいは自治（self-government）に対する権利を有する。 
 
第 32 条 
 先住民族は、彼（女）らの慣習と伝統に従って、彼（女）ら自身の市民の資格を決定す

る集団としての権利を有する。先住民族市民としての身分は、先住民個人が、彼（女）ら

の住む国家の市民権を取得する権利を損なわない。 
 
 先住民族は、彼（女）ら自身の手続きに従って、彼（女）らの制度の構造を決定しかつ

その構成員を選抜する権利を有する。 
 
第 33 条 
 先住民族は、国際的に承認された人権規準に従って、彼（女）らの制度的構造および彼

（女）らの独特な法律上の慣習、伝統、手続きおよび慣行を推進し、発展させ、かつ維持

する権利を有する。 
 
第 34 条 
 先住民族は、自己の共同体に対する個人の責任を決定する集団としての権利を有する。 
 
第 35 条 
 先住民族、特に国境によって分断されている先住民族は、精神的、文化的、政治的、経

済的および社会的な目的のための活動を含めて、国境を越えて他の民族との接触、関係お

よび協力を維持しかつ発展させる権利を有する。 
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 国家は、この権利の行使および実行を保証するための効果的な措置を取ることとする。 
 
第 36 条 
 先住民族は、国家またはその継承者と締結された条約、協定および他の建設的取り決め

の原初の精神と意図に従った、それらの承認、遵守、実施に対する権利、および国家にそ

のような条約、協定および他の建設的取り決めに敬意を表しかつ尊重させる権利を有する。

他の方法で解決され得ない紛争および争議は、全ての当事者によって合意される所管の国

際機関に提出されるべきである。  
 
 
第 8 部 
 
第 37 条 
 国家は、本宣言の条項を十分に実行するために、当該先住民族と協議して、効果的かつ

適切な措置を取ることとする。ここに承認されている権利は、先住民族が実際にそのょう

な権利を利用できるような方法で国内法において採択されかつ収められることとする。 
 
第 38 条 
 先住民族は、彼（女）らの政治的、経済的、社会的、文化的および精神的発展を自由に

追求するために、そして本宣言に承認されている権利と自由の享受のために、国家からお

よび国際協力を通じての十分な資金的および技術的な援助を利用する権利を有する。 
 
第 39 条 
 先住民族は、彼（女）らの個人的および集団的権利の全ての侵害に対する効果的な救済

に対する権利のみならず、国家との紛争および争議の解決のための相互に受容可能かつ公

平な手続きを利用し、かつそれを通じての迅速な決定を得る権利を有する。そのような決

定には、当該先住民族の慣習、伝統、規則および法制度を考慮に入れることとする。 
 
第 40 条 
 国際連合体系の機関および専門機関ならびに他の政府間機関は、とりわけ、資金協力と

専門技術的援助の動員によって、本宣言の条項の完全実現に貢献することとする。先住民

族に影響を及ぼす問題に関して彼（女）らの参加を保証する方法と財源を確立することと

する。 
 
第 41 条 
 国際連合は、この分野における特別の権能と先住民族の直接参加をもつ最高レベルの機

関の創設を含めて、本宣言の実行を保証するために必要な措置を取ることとする。全ての

国際連合機関は、本宣言の条項の尊重と完全適用を推進することとする。  
 
 
第 9 部 
 
第 42 条 
 ここに承認されている権利は、世界の先住民族の生存と尊厳と福利のための最低限度の
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規準を成す。 
 
第 43 条 
 ここに承認されている全ての権利と自由は、男性と女性の先住民個人に等しく保証され

る。 
 
第 44 条 
 本宣言中の何も、先住民族が保有していたり、あるいは取得するかもしれない、現存ま

たは将来の権利を縮小あるいは消滅させると解釈されてはならない。 
 
第 45 条 
 本宣言中の何も、いかなる国家、集団あるいは個人に対しても、国際連合憲章に反する

活動に従事したり、またはそのような行為を行ういかなる権利も含意としてもつと解釈さ

れてはならない。 
 
 



































〔海外事例 1〕 ウルル・カタ・ジュタ国立公園（オーストラリア） 
A. 地勢 
場所：南緯 25度 23分、東経 131度 5分に位置するオーストラリア大陸

中央のノーザン・テリトリー。 

対象地域：ウルル（Uluru、俗にエアーズ・ロック）とカタ・ジュタ（Kata 

Tjuta）と呼ばれる砂岩の形成物群及び面積 1,335Km2 の周辺地域。遊水池、岩窪、古代岩窟、

壁画等が特徴とする。 

歴史：5 億年にわたり、侵食と地殻変動により形成されてきた地勢。何

万年前から、先住民族 Ananguの生活と文化環境となっている。 

B. 聖地 
Anangu民族の文化的基盤である Tjukurpa伝統法は、対象地域にお

いて、ウルルをはじめとする湧水、谷等の聖地を特定してきた。これら

の聖地は、Anangu民族の創世神話の舞台であり、Anangu民族の文化そのものを象徴する極

めて重要な場所である。 

C. 管理制度：Anangu文化を尊重し、反映する文化・環境保全 
土地所有者：Anangu民族。99年間国立公園庁にリースしている 

主な指定：国立公園、UNESCO自然（1987年）と文化（1994年）の複

合世界遺産 

管理制度：Anangu民族とオーストラリア政府主務官庁の代表者で構成されている管理委員会を

中心に、他の政府機関、非政府組織の支援を受ける共同管理。これらの関係者が運営する事務

局をとおして資金調達、計画の策定・実施を行う。 

D. 聖地の保全・管理の特徴 
１． 異文化体験・教育の場：Tjurkupaによる Anangu民族に聖地を護り伝える義務付けの尊重 
来訪者が国立公園を入場する際には、Anangu 民族の文化に配慮することが必要とされている。

そのため、様々な広報・伝達媒体による案内を用いて、聖なる自然のなかで Anangu 民族の文

化を尊重し、体験できる。 

２． 規定：聖地の神聖さと重要性を強調する 
聖地と定められた場所は、原則的に一切の立ち入り及び撮影が禁止又は、反対されている。聖地

を他の場所と区別することにより、聖地の神聖さと重要性をアピールする。 

E. 課題 
聖地を公開することにより Anangu 文化が世界中の人々に紹介されているが、Tjurkupa で禁じ

られている聖地の過剰な露出が急速な観光地化によってすすみ、今後の課題となる。  

 

 

 

 

ウルル 

レンジャー 

先住民の蛇の神話が施設づくりに

も反映されている 
レンジャーによる案内 ウルルを囲む管理委員会とレンジャー 

Jennifer Taylor氏 作 
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〔海外事例２〕 中国・シプソンバンナ（西双版納）生物圏保護区 
A. 地勢 
場所：北緯 24度 10～22分、東経 90度 55～101分に位置する中国南西

部・雲南省タイ族自治州。ヒマラヤ山脈の東端、メコン川の源流部にあり、

ラオスとミャンマーと国境を共有する。 

合わせて面積 241,776haを持つ熱帯

林山地の自然保護区。例えば、中国全体における哺乳類の

20％がここに生息し、国内で最も生物多様性に富んだ地域。

区域内には、タイ民族を始め、13の先住・少数民族が122村

（人口 22,000人）に居住している。 

歴史：タイ、チベット・ビルマ、モンゴル、中国などの文化のる

つぼ。800年以上にわたり、地域住民は、平地や中山間にお

いて自然と調和して稲作や焼畑農業を営み、異なる文化と宗教にもかかわらず、相互に依存した

平和な生活を送ってきた。 

B. 聖地：村周辺に Nong 林、いわゆる聖なる山林や墓地が点在する。多神教の伝統法に基づ

き、基本的には山林での資源収集は禁じられている。村の設立は、Nong の位置を決めた上

で行われる。Nongや他の自然的要素を尊重する伝統的儀式や自然分類体系等がある。 

C. 管理制度 
土地所有者：私有地と公共の土地の混合。村の他、１市と 2郡にまたがる。 

主務官庁：主に雲南省林業局。科学研究やエコ・ツーリズムに関する省政府機関事務所が設置さ

れている。 

主な指定：省立自然保護区（1958） 国立自然保護区（1981） ユネスコ生物圏保護区（1993） 

D. 聖地の保全・管理の特徴：地域住民の生活を配慮した制度 
１． 伝統的と法的保全・管理法の両立：村ごとに社会合意に基づいた規制と狩猟や森林伐採に

関する法律の二重の制度となっている。 

２． 保全活動と経済発展のバランス：生物圏保護区域は、中心的な核となる地区と周辺的移行帯

に分かれており、後者では、適切な制限内による経済活動が許可されるトレード・オフ（価値

交換）方式を利用する。見回りによる規制よりも地域住民との合意形成に基づいた極めて珍

しい管理制度である。 

E. 課題：人口増加、過剰な土地利用や資源利用、保護された動物による被害等がある。 

 
 

 

 

 

 

中国 

(ミャンマー) 
(ラオス) 
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以前、樹冠の研究に利用していたつり

橋をエコ・ツーリズムのために再利用 

清めの儀式 

雲南省

● 保護区内における集落・

土地利用 

＜シプソンバンナ生物圏保護区 
における保護と土地利用制度＞ 

保護区外

保護区の移行帯
保護のレベル：中

保護区のコア 
保護のレベル：高 
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〔海外事例３〕 米国環境保全組織 The Nature Conservancyによる自然と文化的遺産の
保全・管理法 ―マヤ生物圏保護区での応用― 

Ａ．場所と対象 
場所：数多くのマヤ文化遺跡が点在するグアテマラ 

西部における高原地帯 

対象地域：自然保護区と多目的土地利用の地域。 

世界初の UNESCO自然と文化の複合世界 

遺産。 

 
Ｂ．事業内容 
2001 年～2006 年にわたる、マヤ生物圏保護区 5 年総合計画の策定のために、グアテマラ政府

から受託を受ける。The Nature Conservancyは、対象地域に保全と管理の対象となる文化的

遺産が多数あったため、資料収集と人類学者との相談に基づき、通常用いていた生物多様性の

保全・管理法を文化的要素にも応用できるように開発した。 

ここで、The Nature Conservancy が開発した保全・管理法をマヤ生物圏保護区における

Atitlan流域にある聖地で行った計画策定の手段を紹介する。 

 
１． 自然と文化的（有形・無形）目標の設定 

例：無形の文化的目標の分類：地域において保全が求められる慣行や表現を特定する 

 無形の価値：ある場所や景観に対する精神的、娯楽的、美的、教育的、自然科学的、心情的

な価値 

 自然に関連する知識や慣行：代々伝えられてきた、自然管理法に対する知識 

 社会的慣行や組織の形態：自然と文化的遺産の管理及び保全の基盤となる社会組織の形

態（例：習慣法） 

 精神性：環境保全と管理の鍵となる宗教や世界観等の精神的な慣行 

 集合記憶：代々伝われてきた史実や神話の多くは、保全・管理の対象となっている場所を特

定する 

 伝統：上記に特定されていない、保全・管理対象地域と密接に関連する文化的慣行。例：言

語、音楽、舞踊、演劇、食文化、お祭り、ゲームや遊び 

Atitlan流域では＝ マヤ文化遺跡や工芸品、伝統的な伝承・知識・慣行・社会的価値観、景観等 
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グアテマラ 
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２．文化的目標の重要性を測る基準の例（聖地の場合） 

基準の項目 有形・無形 内容 

機能性 無形 

機能性と一致性：目標がどの程度現存する地域や

集団に対して機能的であるか、また、どの程度本

来のイデオロギーと一致しているか 

伝達性 無形 
人々（先住民・非先住民）に伝達できるための有効

な機構の有無 

物理的状態 有形 元の状態と現状の比較、他の場所との距離等 

文脈 無形 
保全・管理に貢献する文脈的要素の有無（例：法

的・制度的・社会的枠組み） 

分析：各項目を代表する指標を選び、対応性を測る評価基準（例： 当てはまる聖地の率によって

良・並・不良）に基づき、目標の重要性を探る 

 
３．悪影響をもたらす要因の分析 

a) 要因の特定：目標の保全・管理を妨げる課題（例：森林伐採） 
b) 要因の背景：人為的（例：貧困）、自然的 

Atitlan流域:では＝  
悪影響：環境破壊、立ち入りの制限、伝統文化の喪失 

悪影響の背景：森林伐採、森林火災、不十分なゴミ処理、先住民の権利に対する認識、不適切な

観光産業 

 
４．戦略 

いくつかの選択肢を選び、利益、可能性、コストによって、最善の選択を選ぶ。 

Atitlan流域では＝ 
 伝統知識の調査、分析、普及啓発事業 
 政府関係者、NGO,企業の先住民に対する文化的感受性の促進 
 マヤ文化の精神性に対する尊重、意識の向上 
 精神的指導者とともに、聖地への訪問者を対象とした規定の作成 


